
条

例

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
二
十
四
号

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
山
口
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第
五
項
各
号
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の

七
第
六
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
電
気
供
給
業
」
の
下
に
「
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

電
気
供
給
業
の
う
ち
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
小
売
電
気
事
業
等
」
と
い
う
。
）
及
び
同
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
発
電
事
業
（
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
発
電
事
業
等
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
法
人
以
外
の
法
人

収
入
割
額
、
付
加
価
値
割
額
及
び
資
本
割
額
の
合
算
額

ロ

第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人

収
入
割
額
及
び
所
得
割
額
の
合
算
額

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
事
業
の
区
分
」
を
「
事
業
税
の
区
分
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

付
加
価
値
割

各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額

山 口 県 報令和２年３月31日 火曜日 （号 外−19）

一

令 和 ２ 年
３月31日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
条
例

山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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二

資
本
割

各
事
業
年
度
の
資
本
金
等
の
額

三

所
得
割

各
事
業
年
度
の
所
得

四

収
入
割

各
事
業
年
度
の
収
入
金
額

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
イ
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
、
「
同
号
ロ
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
、
「
同
号
ハ
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
、
「
第
二
号
」
を

「
同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
電
気
供
給
業
」
の
下
に
「
（
小
売
電
気
事
業
等
及
び
発
電
事
業
等
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚓

電
気
供
給
業
の
う
ち
、
小
売
電
気
事
業
等
及
び
発
電
事
業
等
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
金
額
と
す
る
。

一

第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
法
人

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
百
分
の
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額

ロ

各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
百
分
の
〇
・
三
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額

ハ

各
事
業
年
度
の
資
本
金
等
の
額
に
百
分
の
〇
・
一
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二

第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ

各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
百
分
の
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額

ロ

各
事
業
年
度
の
所
得
に
百
分
の
一
・
八
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額

第
六
十
五
条
の
三
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
（
第
三
号
又
は
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
に
、
「
同
項
各
号
」
を

「
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
」
に
、
「
提
出
し
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
」
を
「
提
出
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

前
項
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は
消
費

等
に
つ
い
て
、
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
前
項
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

製
造
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
額
を
記
載
し
、
か
つ
、
当
該
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は
消
費
等
が
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は

消
費
等
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
保
存
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。

山 口 県 報令和２年３月31日 火曜日 （号 外−19）

二



第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
第
六
十
五
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
六
十
五
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中
「
（
以
下
「
国
体
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
国
体
若
し
く
は
」
を
削
る
。

附
則
第
七
条
中
「
同
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
四
の
二
中
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
の
四
の
七
第
一
項
第
五
号
中
「
又
は
装
置
」
を
削
る
。

附
則
第
十
四
条
第
四
項
中
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
令
和
二
年
度
」
を
「
令
和
五
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
二
年
度
」
を
「
令
和
五
年
度
」
に
、
「
第
三
十
一
条
の
二
第

二
項
第
十
二
号
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
を
「
第
三
十
一

条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
、
「
同
項
第
十
二
号
」
を
「
同
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
」
を

「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
」
に
、
「
同
項
第
十
二
号
」
を
「
同
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
」
を
「
第

三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
七
条
の
六
第
二
項
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚒

改
正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人

の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
元
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚓

改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人

の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

⚔

改
正
後
の
条
例
第
六
十
七
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
対
し
て
課
す
べ
き
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

山 口 県 報令和２年３月31日 火曜日 （号 外−19）

三



行
日
前
に
お
け
る
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
対
し
て
課
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山 口 県 報令和２年３月31日 火曜日 （号 外−19）

四

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


